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▼令和２年度 登別市消費生活センター相談報告

登別市消費生活センターでは、令和 2年度事業報告書を作成しました。令和 2年度の

相談件数は 237件で、昨年度の 224 件から微増となりました。

令和 2年度の相談の特徴として、不審メールや架空請求のハガキについての相談が、

ピーク時(平成 29年度)の 101 件と比べると令和 2年度は 24件と大幅に減りました。

これは「このハガキは架空請求だ」と理解した上で情報提供していただくことが増え、

多くの市民の方に架空請求についての危機意識を持っていただけているのではないか

と感じます。一方で、昨年一時的に品薄状態になったマスクや、健康食品の定期購入に

関する相談が前年度に比べ増えていますので、商品を注文する前に、返品はできるのか、

定期購入が条件になっていないかなどの契約内容をしっかりと確認しましょう。

▼特定商取引法が改正されました

令和３年７月６日以降

一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能に!!

その１：商品は直ちに処分可能

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた

商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その２：事業者から金銭を請求されても支払不要

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に

消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者に金銭の支払を

請求されても、応じないようにしましょう。

その３：誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭

を支払ってしまったとしても、その金額については返還を請求することができます。

～対応３箇条～

一方的な送り付けに関わらず、対応に困ったり不安なことがあれば

☎登別市消費生活センター（ ８５－３４９１）までお気軽にご連絡ください！

※裏面もお読みください

注文していないのに

あなた宛てに届いた商品




